
資料１―１ 

 

幼保連携型認定こども園整備の個別審査基準の改定について 

 

１ 趣旨 

  標記の基準について、現行においては、待機児童対策を優先課題とし、事業計画に定める「供給量

確保の方策」に重きを置いた内容となっているが、今後、児童数が減少し、将来的な保育ニーズが減

少局面にあることなどに鑑み、以下のとおり、審査項目及び配点の見直し等を行う。 

 

２ 削除項目（計 21 点） 

 ⑴ 定員の規模（７点） 

 ⑵ 認定こども園の設置の整備優先度（４点） 

 ⑶ 一時預かり事業・休日保育の実施（５点） 

 ⑷ 補助金（交付金）の効率的な活用（５点） 

 

３ 追加（変更）項目（計 21点） 

 ⑴ 「老朽化対策」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【＋８点（総計８点）】 

   老朽化施設の更新（＋８点） 

 ⑵ 「保育環境等の質の向上」・・・・・・・・・・・・・・・・・【＋８点（総計 54 点）】 

  ア 園舎に備えるべき設備（＋２点） 

  イ 職員配置（＋２点） 

  ウ 虐待対策と危機管理の取組（＋２点） 

エ 職員への処遇に対する計画（＋２点） 

 ⑶ 「安定的な運営の継続」・・・・・・・・・・・・・・・・・・【＋５点（総計 38 点）】 

  ア 環境に配慮した施設整備計画（＋２点） 

イ 借入金の状況（＋３点） 

 

４ 部会委員による加点評価（計 10 点） 

 ⑴ 評価方法 

  各委員において、それぞれの事業計画に対し、０～２点の点数付けを行う（１点単位、最大10点）。 

例） 

 

 

 

 

⑵ 評価基準 

  各事業者から提出された資料を基に、以下の観点で事業計画を評価する。 

ア 運営に当たっての創意工夫等が、教育・保育の質の向上により高い効果を及ぼすものであるか。

イ 認定こども園移行を希望する理由や事業計画の熟度等を踏まえ、整備の必要性が特に高いと認 

められるものであるか。 

 Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 Ｅ委員 合計 

事業計画① １点 ２点 １点 ２点 ２点 ８点 

事業計画② １点 ０点 １点 １点 １点 ４点 

事業計画③ ２点 ０点 １点 ０点 ２点 ５点 
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資料１―２ 

 

個別審査基準（幼保連携型認定こども園）の改正内容 

 

１ 削除項目 

⑴ 定員の規模 

現行  改正案 

定員設定が 

・最も供給不足解消に寄与   （7 点） 

・２番目に供給不足解消に寄与 （4 点） 

・３番目に供給不足解消に寄与 （2 点） 

⇒ （削除） 

⑵ 認定こども園の設置の整備優先度 

現行  改正案 

・優先整備地域Ａ （4点） 

・優先整備地域Ｂ （2点） 

・優先整備地域Ｃ （1点） 

⇒ （削除） 

⑶ 一時預かり事業・休日保育の実施 

現行  改正案 

・一時預かり事業を実施 （3 点） 

・休日保育を実施    （2 点） 
⇒ （削除） 

 

⑷ 補助金（交付金）の効率的な活用 

現行  改正案 

定員一人あたりの補助額が 

・最も少ない   （5点） 

・２番目に少ない （3点） 

・３番目に少ない （2点） 

⇒ （削除） 

 

２ 新設・変更項目 

⑴ 老朽化対策 

老朽化施設の更新【１－(1)】 

現行  改正案 

（なし） ⇒ 

現園舎について、 

・耐震性を有していない    （8点） 

・法定耐用年数を超過     （5点） 

・経過率が 90％以上 100%未満（3点） 

・経過率が 80％以上 90％未満（2 点） 

・経過率が 70％以上 80％未満（1 点） 
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資料１―２ 

 

⑵ 保育環境等の質の向上 

ア 園舎に備えるべき設備【３－(5)】 

現行  改正案 

（なし） ⇒ 
・４種類以上整備 （2点） 

・２種類以上整備 （1点） 

 

イ 職員配置【４－(5)】 

現行  改正案 

（なし） ⇒ 
・基準を満たす職員を確保済み（2点） 

・基準を満たす職員を確保予定（1点） 

 

ウ 虐待対策と危機管理の取組【４－(6)】 

現行  改正案 

・虐待対策マニュアルを整備  （1 点） 

・災害等対応マニュアルを整備（1 点） 
⇒ 

・虐待対策マニュアルを整備  （2 点） 

・災害等対応マニュアルを整備（2 点） 

 

エ 職員への処遇に対する計画【４－(8)】 

現行  改正案 

（なし） ⇒ ・職員休憩室等を設置 （2 点） 

 

⑶ 安定的な運営の継続 

ア 環境に配慮した施設整備計画【１－(4)】 

現行  改正案 

（なし） ⇒ 

「整備を推進する設備・技術」を 

・３項目以上導入 （2点） 

・２項目導入   （1点） 

 

イ 当初資金の確保状況【５－(2)】 

現行  改正案 

・借入を行わない      （5点） 

・借入金の割合が２０％未満  (4 点) 

・借入金の割合が４０％未満  (3 点) 

・借入金の割合が６０％未満  (2 点) 

・借入金の割合が８０％未満  (1 点) 

⇒ 

・借入を行わない      （8 点） 

・借入金の割合が２０％未満  (5 点) 

・借入金の割合が４０％未満  (3 点) 

・借入金の割合が６０％未満  (2 点) 

・借入金の割合が８０％未満  (1 点) 
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資料１ー３

　幼保連携型認定こども園整備の個別審査基準　
R8.〇.〇最終改正

審査事項 項目（共通審査基準） 個別審査基準(幼保連携型認定こども園） 最高得点 点数配分

1 (1)　老朽化施設の更新
①

園舎を新たに整備する計画であって、現園舎について、昭和56年5月31日以前の基準により建築されたもののう
ち、耐震診断の結果、耐震性を有していない（※１）ことが確認されている。

8

② 園舎を新たに整備する計画であって、現園舎について、建物の法定耐用年数（※２）を超過している。 5

③
園舎を新たに整備する計画であって、現園舎について、建物の法定耐用年数に対する築年数の割合（以下「経過
率（※３）」という。）が90%以上100%未満である。

3

④ 園舎を新たに整備する計画であって、現園舎について、経過率が80%以上90%未満である。 2

⑤ 園舎を新たに整備する計画であって、現園舎について、経過率が70%以上80%未満である。 1

⑵　認定こども園の設置に適した周辺環境
⑥

設置予定地から半径1km以内に所在する認可保育所及び認定こども園の超過入所者数及び待機児童数が最も多い
（１号を除く。他事業者の整備計画との相対評価）

5

⑦
設置予定地から半径1km以内に所在する認可保育所及び認定こども園の超過入所者数及び待機児童数が２番目に
多い（１号を除く。他事業者の整備計画との相対評価）

3

⑧
設置予定地から半径1km以内に所在する認可保育所及び認定こども園の超過入所者数及び待機児童数が３番目に
多い（１号を除く。他事業者の整備計画との相対評価）

2

⑶　延長保育の実施時間 ⑨ 延長保育の時間が２時間 3

⑩ 延長保育の時間が１時間 1

⑷　環境に配慮した施設整備計画 ⑪ 「整備を推進する設備・技術」を３項目以上導入 2

⑫ 「整備を推進する設備・技術」を２項目導入 1

18 18

2 － －

－ －

3 (1)　児童の安全確保 ① 乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室を全て１階に配置 5

② 乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室を全て２階以下に配置 2

③ 年齢ごとの乳児室、ほふく室、保育室の面積が、最低基準面積の120％以上の広さがある 5

④ 年齢ごとの乳児室、ほふく室、保育室の面積が、最低基準面積の110％以上の広さがある 3

⑤ 年齢ごとの乳児室、ほふく室、保育室の面積が、最低基準面積の105％以上の広さがある 1

(3)　園庭の確保状況 ⑥ 必要な園庭の面積（移行特例を除く）を全て地上に確保 4

⑦ 必要な園庭の面積（移行特例を除く）を地上又は屋上に確保 2

(4)　施設用地の保有形
⑧

施設用地全てを自己所有しており、所有権以外の権利が設定されていない（自己所有し、所有権以外の権利が設
定されないことが確実であると保育所整備所管部長が認める場合を含む。）

3

⑨
施設用地全てを自己所有しているが、抵当権その他所有権以外の権利が設定されている（自己所有することが確
実であると保育所整備所管部長が認める場合を含む。）

2

⑩
国若しくは地方公共団体から貸与を受けている（貸与を受けられることが確実であると保育所整備所管部長が認
める場合を含む。）

2

⑪
国及び地方公共団体以外の者から貸与を受け、地上権又は賃借権を設定し登記できる（これらが確実であると保
育所整備所管部長が認める場合を含む。）

1

(5)　園舎に備えるべき設備
⑫

条例上、園舎に備えるよう努めるものとされている設備（放送聴取設備、映写設備、水遊び場、園児清浄用設
備、図書室、会議室）の機能を４種類以上整備

2

⑬
条例上、園舎に備えるよう努めるものとされている設備（放送聴取設備、映写設備、水遊び場、園児清浄用設
備、図書室、会議室）の機能を２種類以上整備

1

(6)　通園への配慮 ⑭ JR駅又は地下鉄駅から半径800m以内の立地にある 1

⑮ 定員（１号を除く）の1/10以上の駐車台数を確保（小数点未満端数切上げ） 4

⑯ 定員（１号を除く）の1/15以上の駐車台数を確保（小数点未満端数切上げ） 2

⑰ 定員（１号を除く）の1/20以上の駐車台数を確保（小数点未満端数切上げ） 1

24 24

4 (1)　子育て支援事業(※４）の実施 ① 子育て支援事業(※４）を４項目以上実施 6

② 子育て支援事業(※４）を３項目以上実施 3

③ 子育て支援事業(※４）を２項目以上実施 1

(2)　食事の提供 ④ 全ての園児（１号認定子どもを含む）の食事を自園調理で提供 6

⑤ 全て又は一部の園児に対して、外部委託で食事を提供（外部搬入なし） 3

⑥ 一部の園児に対して、外部搬入で食事を提供 1

(3)　地域型保育事業所との連携計画 2 ⑦ 卒園後の受皿枠を確保 2

配点内訳（幼保連携型認定こども園） 備　考

　事業計画との整合性
（配点　１８点）

　子ども・子育て支援法第61条の規定に基づき策定する
市町村子ども・子育て支援事業計画に適合すること。

8
該当する
ものいず
れか

2
該当する
ものいず
れか

5
該当する
ものいず
れか

3
該当する
ものいず
れか

(2)　乳児室、ほふく室、保育室の面積

5
該当する
ものいず
れか

　欠格事由
（配点　－）

　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第17条第２項各号に掲げる欠格事由
に該当しないこと。

　設備
（配点　２４点）

　札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営基準に
関する条例第２章に定める設備の基準に適合すること。 5

該当する
ものいず
れか

4
該当する
ものいず
れか

3
該当する
ものいず
れか

　運営
（配点　３０点）

　札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営基準に
関する条例第３章に定める運営の基準に適合すること。

6
該当する
ものいず
れか

2
該当する
ものいず
れか

5 該当する
ものいず
れか

6
該当する
ものいず
れか

（案）
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資料１ー３

審査事項 項目 個別審査基準(幼保連携型認定こども園） 最高得点 点数配分

(4)　園長予定者の資格要件 ⑧ 保育士資格及び幼稚園教諭免許を併有し、５年以上の実務経験を有する 2

⑨ 設置者が上記と同等以上であると認める者である 1

⑩ 園長予定者が未定である 0

(5)　職員配置
⑪

条例等に定める配置基準を満たす職員数（幼稚園教諭免許状及び保育士資格の両方を有する者に限る。以下同
じ。）を確保済みである。

2

⑫ 採用等により、条例等に定める配置基準を満たす職員数を確保する予定 1

⑬ 副園長又は教頭を置く予定 1

⑭ 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭を置く予定 1

(6)　虐待対策と危機管理の取組 ⑮ 虐待対策に関するマニュアルが整備されている 2

⑯ 災害対応及び事故防止に関するマニュアルが整備されている 2

(7)　事業内容の自己評価と改善の取組 ⑰ 第三者評価を実施して結果を公表する 2

⑱ 第三者評価を実施する、又は自己評価を実施して結果を公表する 1

(8)　職員への処遇に対する計画 2 ⑲ 職員休憩室、ロッカー室等を設置 2

(9)　職員研修に関する計画 2 ⑳ 職員研修に関する具体的な計画書等が整備されている 2

30 30

72 72

審査事項 項目 個別審査基準(幼保連携型認定こども園） 最高得点 点数配分

5 ① 当初資金の全部を自己資金で確保 5

② 当初資金の全部又は一部について、個人又は団体からの寄附が確実で連帯保証人を確保 3

③ 借入を行わない 8

④ 借入金の割合が設置者負担総額の20％未満で、償還財源を確保 5

⑤ 借入金の割合が設置者負担総額の40％未満で、償還財源を確保 3

⑥ 借入金の割合が設置者負担総額の60％未満で、償還財源を確保 2

⑦ 借入金の割合が設置者負担総額の80％未満で、償還財源を確保 1

13 13

6
①

札幌市からの文書指導事項（重大）又は札幌市以外からのこれに相当する指導事項がない（過去３年間）（保育
所等(※５）を運営している既存の社会福祉法人又は学校法人の場合）

10

②
札幌市からの文書指導事項（重大）又は札幌市以外からのこれに相当する指導事項はあるが、現在は改善されて
いる（過去３年間）（保育所等(※５）を運営している既存の社会福祉法人又は学校法人の場合）

6

③
札幌市からの文書指導事項（重大）又は札幌市以外からのこれに相当する指導事項はあるが、改善計画の策定
等、改善の目途が立っている（過去３年間）（保育所等(※５）を運営している既存の社会福祉法人又は学校法
人の場合）

3

④
施設整備に係る適切な事務体制が整っている又は整う見込みがある（保育所等(※５）を運営したことがない新
設社会福祉法人及び学校法人の場合）

6

10 10

7 (1)　理事会等の議決
5 ①

理事会等（設立準備委員会）で施設整備に必要な事項（整備施設の規模・構造、用地の確保状況、当初資金の確
保、借入れ金額及びその償還計画等）について十分に計画・審議している

5

5 5

28 30

100 100

※　個別審査基準以外の評価点について

最高得点

10

10 10

110 110

4

該当する
ものいず
れか

4

2
該当する
ものいず
れか

配点内訳（幼保連携型認定こども園） 備　考

2
該当する
ものいず
れか

(2)　借入金の状況

8
該当する
ものいず
れか

共通審査基準に基づく個別審査基準点　中計

配点内訳（幼保連携型認定こども園） 備　考

　資金計画
（配点　１３点）

　当初自己資金及び借入金償還財源等が寄附等の方法に
より確保・確約されていること。

(1)　当初資金の確保状況
5

該当する
ものいず
れか

合計（A）

項目 審査事項 備考

認可・確認部会　部会委員による事業計画の評価
認定こども園運営に当たっての創意工夫等が、教育・保育の質の向上により高い効果を及ぼすものであるか。また、
当該施設における認定こども園移行の必要性が、特に高いと認められるものであるか。

点数配分等について
は、別紙のとおり

準備状況
（配点　５点）

　整備計画（主旨・事業内容・資金計画等）について理
事会又は設立準備委員会の議決を経ていること。

共通審査基準以外の個別審査基準点　中計

　設置主体の事業実績
（配点　１０点）

〔既存法人〕
　近年の監査指摘状況で重大な問題がないこと。また、
過去の法人運営及び事業運営において重大な法令違反又
は悪質な事案があると認められ、その結果として行政処
分若しくは行政指導を受けていないこと。ただし、著し
く改善が図られているものについてはこの限りでない。
〔設立希望者〕
　札幌市社会福祉法人設立認可審査会の幹事会で認可の
方向性が示されていること。

(1)　既存園の運営状況

10
該当する
ものいず
れか

　合計（B）

最終合計（A+B）
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幼保連携型認定こども園整備の個別審査基準（別紙） 

〇優先順位の決定方法について 

 

① 審査項目に基づく合計点数（100 点満点）に、認可・確認部会委員による評価点【※】を合算した最終得点により、採択の優先順位を決定する。 

② 最終得点が同点の場合は、審査事項１-(1)の評点が高い者を優先順位上位とする。なおも同点の場合は、現園舎の「経過率」が高い者を上位と

する。      

 

【※】 各委員は、提出された事業計画の内容を評価した上で加点を行い（１人最大２点）、その合計点を加点として算入する（複数の計画に点数を

割り振ることも可）。   
 

（※１） 非木造施設にあっては構造耐震指標（Is値）が 0.7 未満、木造施設にあっては構造耐震指標（Iw 値）が 1.1 未満であるものとする。  

（※２） 以下表のとおり。 

建物の構造 木造 

鉄骨造 

ブロック造 ＲＣ造 
鉄骨の厚さが３mm 以下 

鉄骨の厚さが３mm を超

え４mm 以下 

鉄骨の厚さが４mm を超

える 

法定耐用年数 22 年 19 年 27 年 34 年 38 年 47 年 

（※３） 「現園舎の築年数 ÷ 法定耐用年数」により算出する。 

（※４） 子育て支援事業は、以下の(1)～(5)から選択する。 

(1) 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業      

(2) 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必

要な援助を行う事業 

(3) 保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅にお

いて保護を行う事業 

(4) 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行

う事業 

(5) 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業   

（※５） 保育所等とは、認可保育所、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内

保育事業）をいう。    

（案） 資料１―３ 
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資料１ー４

（●）事業計画（抜粋）

施設名：（仮称）認定こども園〇〇幼稚園

○幼保連携型認定こども園への移行を希望する理由 ○職員育成の方針や雇用継続に向けた取り組み

○地域との交流及び連携など子育て支援事業についての方針・考え方 ○認定こども園の運営にあたっての創意工夫や、特にアピールしたい事項
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